
新しいまちづくりの支援制度
まちづくり交付金（2004～)

駅前広場
人工地盤
の整備

土地区画整理

公園の整備

河川の整備
共同駐車場の整備

市街地再開発

地域防災施設の整備

モール化歩行者空間の整備

交流センターの整備

道路の整備

総合的な計画

により一括採択

・市町村の提案に基づく事業も支援の対象

・交付金を計画に位置付けられた事業に
どのように充てても自由

・年度間で国費率の調整が可能

ＮＰＯの
活動支援

空き店舗
活用事業

まちづくり交付金制度の概要について（参考） 

 

１ まちづくり交付金とは 

 

  「三位一体の改革」を背景とする国庫補助金のあり方の抜本的な見直しを受け、Ｈ14

に制定された「都市再生特別措置法」に基づいて市町村が作成する「都市再生整備計画」

に位置付けられた事業の実施に要する経費に充てるため、Ｈ16から新設された交付金 

 

２ まちづくり交付金の特徴 

 

(1) 地方の自主性・裁量性の向上 

従来の補助金 まちづくり交付金 

●支援メニューが決まっている ○福祉、文化等の幅広い施設についても

市町村の提案により支援 

  

(2) 地方の使い勝手の向上 

従来の補助金 まちづくり交付金 

●事業間の流用は、変更手続きが必要 

 

●年度間の流用は、繰越手続きが必要 

○交付金を計画に位置付けられた事業

にどのように充てても自由 

○年度間で国費の調整が可能 

  

(3) ニューパブリックマネジメントの導入 

従来の補助金 まちづくり交付金 

●個別施設ごとに国が事前審査 ○事前に設定した目標・数値指標の達成

に関する事後評価の重視 

 

別紙１－１ 



交付金額の計算方法

１
―
２

基幹事業費（Ａ） 提案事業費(Ｂ）関連事業費（Ｚ）

４ ： １

○○○○ まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり交付金交付金交付金交付金のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる事業費事業費事業費事業費＝＝＝＝ Ａ＋ＢＡ＋ＢＡ＋ＢＡ＋Ｂ
○○○○ ααααはははは、（Ａ＋Ｂ）、（Ａ＋Ｂ）、（Ａ＋Ｂ）、（Ａ＋Ｂ）のののの４４４４／／／／５５５５をををを限度限度限度限度とするとするとするとする。。。。
○○○○ ααααにはにはにはには、、、、限度額事業費限度額事業費限度額事業費限度額事業費（（（（αααα））））のののの１１１１／／／／１０１０１０１０をををを限度限度限度限度にににに、、、、

ＢＢＢＢのののの一部一部一部一部をををを算入算入算入算入できるできるできるできる。。。。

⇒⇒⇒⇒（Ａ＋Ｂ）（Ａ＋Ｂ）（Ａ＋Ｂ）（Ａ＋Ｂ）のののの約約約約４４４４割割割割にににに相当相当相当相当

限度額事業費（α）

交付限度額＝α×
２

１

９ １：

３ まちづくり交付金の概要 

 

(1) まちづくり交付金の流れ 

 市 町 村 国 

採 択 時 
まちづくりの目標、事業内容を記載

した「都市再生整備計画」を作成 

計画自体を評価して採択 

事業実施 

（３～５年） 

事業の実施 まちづくり交付金を市町村

に交付 

計画期間 

終 了 後 

目標の達成状況を確認、国に報告 必要に応じて市町村に助言 

 

(2) まちづくり交付金の額 

   都市再生整備計画に位置付けられた事業の実施に必要な事業費の約 40％を交付 

   （ただし、全体事業費に対する提案事業費の割合は、原則として 10％が上限） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) まちづくり交付金の交付対象 

① 基幹事業：従来の国庫補助事業と同様のメニュー 

・ 基盤整備事業（道路、公園、下水道等） 

・ 地域の個性を引き出す施設整備（地域交流センター、観光交流センター等） 

・ 面的整備事業（土地区画整理事業等） 

・ 住宅整備事業（公営住宅等） 

② 提案事業：市町村の提案に基づく事業 

・ 従来の国庫補助メニューに該当しない、住民等のまちづくりに対する支援や、基

幹事業と一体的に実施することが効果的なソフト事業も交付対象 

 


